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経済連携協定の特定原産地証明書
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内 容 用途・根拠協定/法律など

一般原産地証明書

原産地証明書発給の要請：
（1） 輸入国の法律・規則に基づく要請
（2） 契約や信用状の指定
ただし、記載事項はあくまで発給機関の定める発給
規則に基づいて作成される。契約およびL/C条件が
発給規則に矛盾しないように注意必要。

・ 関税手続きの簡素化に関する国際条約
（ジュネーブ条約、1923年11月3日署名）

・ 原産地の認定基準 関税法基本通達
（68-3-5）

GSP用原産地証明書
（Form A）

発展途上国・地域が供与を希望し、先進13カ
国と地域がその供与を適当であると認めた
一般特恵関税適用の条件の一つとして輸入
国での輸入申告に必要。LDC特別特恵関税
要も同じForm A

・ Decision of the GATT contracting parties of 
28 November, 1979, entitled “Differential 
and more favorable treatment, reciprocity 
and fuller participation of developing 
countries”

・ 関税暫定措置法 特恵関税等

特定原産地証明書
2カ国・地域のFTAの特定特恵関税適用の
条件の一つとして輸入締約国の輸入申告に
必要

2カ国・地域間自由貿易協定・経済連携：
シンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、
タイ、インドネシア、ブルネイ、ASEAN、
フィリピン、スイス、ベトナム、インド、ペルー、
オーストラリア、モンゴル

原産地証明書の種類と内容
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EPA/FTA/
貿易協定

発効時期 第三者証明制度
認定輸出者
自己申告制度

自己申告制度

日シンガポール 2002年11月 〇 - -

日メキシコ 2005年4月 〇 〇 -

日マレーシア 2006年7月 〇 - -

日チリ 2007年9月 〇 - -

日タイ 2007年11月 〇 - -

日インドネシア 2008年7月 〇 - -

日ブルネイ 2008年7月 〇 - -

日ASEAN 2008年12月 〇 - -

日フィリピン 2008年12月 〇 - -

日スイス 2009年9月 〇 〇 -

日ベトナム 2009年10月 〇 - -

日インド 2011年8月 〇 - -

日ペルー 2012年3月 〇 〇 -

日オーストラリア 2015年1月 〇 - 〇

日モンゴル 2016年6月 〇 - -

CPTPP（TPP11） 2018年12月 - - 〇

日EU 2019年2月 - - 〇

日米貿易協定 2020年1月 - - 〇（輸入者のみ）

日英EPA 2021年1月 - - 〇

RCEP 2022年1月 〇 〇 発効後10-20年以内

日本が締結したEPAにおける原産地証明制度
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１．日本商工会議所に
発給してもらう

→ 第三者証明制度

２．自分で作る → 自己申告制度

認定輸出者自己証明制度 （完全）自己申告制度

⚫ 日本では日本商工会議所が特定原
産地証明書（第一種）を発給

⚫ 全国28か所の商工会議所内に日本
商工会議所の事務所がある。

⚫ 手続きはオンライン。

⚫ 経済産業大臣による認定を受けた
認定輸出者自らが特定原産地証明
書（第二種）を作成

⚫ 協定毎の認定

⚫ 認定申請の際、申請書に記載した
品目についてのみ利用可能

⚫ 認定後、登録免許税9万円

⚫ 輸出者・生産者・輸入者自らが原産
性を満たしていることを申告する制
度。（国による認定は不要）

⚫ 輸出者・生産者による自己申告:
RCEP,TPP11,日EUEPAなど

⚫ 輸入者による自己申告:
日米貿易協定など

発給申請

発給

審査

政府機関

認定

認定輸出者

自ら作成

自ら作成

輸出者/生産者/輸入者

発給機関

EPAにおける原産地証明制度
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日本 相手国

証
明
書
発
給
申
請

証
明
書
発
給

＜輸 出＞

原産地証明書の送付

原
産
地
証
明
書
の
提
出

特
恵
関
税
率
の
適
用

（原産地証明書に基づく
情報提供・確認要請）

（関係者の同意の上で回答）

産品が原産品で
あることに関する
記録の保管
（5年等）

発給した原産地証明書に
係る記録の保管（5年等）

発
給
機
関

指
定･

監
督

?

証
明
資
料
提
出

ま
た
は

資料提出依頼

経済連携協定（EPA)原産地証明書発給の基本的フロー

輸出者 輸入者

経済産業大臣
権限のある
政府当局

生産者

指定発給機関（商工会議所等）

出典：経済産業省原産地証明室監修「原産地証明法に基づく特定原産地証明書の発給申請手続きについて」

生
産
者
に
よ
る
証
明
資
料
提
出
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6

①企業名、連絡先、署名等を登録＜企業登録＞

指
定
発
給
機
関

発給申請者
（輸出者）

①企業名、連絡先、署名等を登録＜企業登録＞

原産品判定依頼者
（生産者）

②原産品であることを明らかにする資料の登録を行うWebサイトに
アクセスする際に必要となるログインID、パスワードを通知

④Webサイトにアクセスし入力後、原産品であることを
明らかにする資料を提示、併せて「証明資料提出同
意通知書」を提出＜原産品判定依頼＞

⑤審査を行い、原産品と認められる産品について「原
産品判定番号」を付与

②発給申請を行うWebサイトにアクセスする際に
必要となるログインID、パスワードを通知

⑥
「
原
産
品
判
定

番
号
」を
通
知

③
原
産
品
で
あ
る

こ
と
を
明
ら
か

に
す
る
資
料
の

提
出
を
依
頼

⑦Webサイトにアクセスし「原産品判定番号」等の発給
申請に係る情報を登録＜原産地証明書発給申請＞

⑧審査を行い、「特定原産地証明書」を発給

出所：経済産業省原産地証明室監修「原産地証明法に基づく特定原産地証明書の発給申請手続きについて」

経済連携協定（EPA)原産地証明書発給の基本的フロー
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原産地証明書と記入要領
タイ発行日タイ経済連携協定用特定原産地証明書

税関ウェブサイト＞経済連携協定
＞締結済・交渉中の各EPAの概要、協定条文など
＞原産地証明書記載要領
http://www.customs.go.jp/kyotsu/kokusai/gaiyou/thailand/k
isaiyouryou.pdf

特定原産地証明書の扱い
A 有効期間 1年間
B 遡及発給可能
C 再発行可能
D 発給手続き 発給国それぞれ異なる

注意点：
1. 指定事項以外の記載

 原産地証明書は締約国政府機関およびその
 指定機関が発行する公文書である。
従って、備考欄など特定原産地証明書上に
定められた記載事項以外のことを記載すると
無効である

2. 発行された特定原産地証明書を使用しなかった
 場合は発給機関に返却する

3. 記載ミス
記載ミスはそれぞれの協定によって対処方法が
異なるので個別に発給機関に相談する



57Copyright (C) 2024 JETRO. All rights reserved.

特定原産地証明書の留意事項
日本発行日タイ経済連携協定用特定原産地証明書

日本商工会議所
https://www.jcci.or.jp/gensanchi/epa_manual.html
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ASEAN事務局：

http://asean.org/asean-economic-community/asean-free-trade-area-afta-
council/agreements-declarations/

注意事項：

1. 三国間貿易（仲介貿易）
付加価値基準を使って原産性を証明した場合、第9欄に輸出国の
FOB価額の記載が要求されている。この価格と仲介者が発給する
Switching Invoiceの価額の差額が仲介者手数料で
あること、また、仲介者の仕入れ価格が輸入者に知られることになる。
Form D上の三国間貿易に関する記載は第13欄の

□Third Country Invoicingにチェックし、第7欄に発行国、

発行者などの情報を記載する。

2. Form Dに関する規定は、
Annex 7: Form D (Revised box9) and Overleaf Notes 

（次ページ）参照。

3. 第9欄のFOB価格の規定は、
Annex 8 のRule 25 “FOB Price”を参照。
カンボジア、ミャンマーも2016年1月より付加価値基準による
場合を除いてFOB価格の記載は不要となった。

4.  輸出者の自己申告で行う自己証明制度（Self Certification）の導入に

向け、パイロットプロジェクトが試験的に導入されている。
第1パイロットプロジェクト参加国： 
シンガポール、マレーシア、ブルネイ、タイ、（カンボジア、ミャンマー）
第2パイロットプロジェクト参加国： 
フィリピン、インドネシア、ラオス

（参考）AFTAの原産地証明書Form D
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A. 原産地証明書（Form E）のFormat:
  第2議定書Appendix 2

http://www.asean.org/storage/images/archive/documents/acfta/
Appendix2-101125.pdf

B. 原産地証明書（Form E）のOverleaf Notes:
  第2議定書Appendix 2a

http://www.asean.org/storage/images/archive/documents/acfta/
Appendix2a-101125.pdf

注意事項：
1. 3国間貿易（仲介貿易）

第9欄に輸出国のFOB価額記載が要求されている。
 この価格と仲介者が発給するSwitching Invoiceの価額の差額
 が仲介者手数料であること、仲介者の仕入れ価格が輸入者に
 知れることになる。
 Form E上の3国間貿易に関する記載は第13欄の
 □Third Country Invoicingにチェックし、第10欄にInvoice番号を

 記載、第7欄に発効国、発行者などの情報を記載する

2. Overleaf Note
その他の記載事項は次頁の Overleaf Noteに規定されている

（参考）ACFTAの原産地証明書Form E

http://www.asean.org/storage/images/archive/documents/acfta/Appendix2a-101125.pdf
http://www.asean.org/storage/images/archive/documents/acfta/Appendix2a-101125.pdf

	スライド 50
	スライド 51
	スライド 52
	スライド 53
	スライド 54
	スライド 55
	スライド 56
	スライド 57
	スライド 58
	スライド 59

